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ᾀ὿உẦỤẐ܇Ễờ৖࢘ẑầ٭ỪụộẲẺẇ 

ဎᛪửấࣔủễẪ! 
新しい法律により支給要件等の変更が行われたことから、改めて支給の対象となるかど

うかを手当を受け取っている方も含めすべての方が申請が必要となりました。 

 

○１０月分からの支給額は以下のように変わります。(所得制限はありません。)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 公務員につきましては、所属する事業所から支給されており、手続きが必要になる場

合がありますので勤務先にご確認下さい。 

 

 

 

転入・転出した方、お子さんが生まれた方は速やかに申請してください。 

 

○ 転入・転出した方は、転出予定日の次の日から数えて１５日以内に申請してください。 

○ お子さんが生まれた方は、生まれた日の次の日から数えて１５日以内に申請してくだ

さい。 

【問合せ先】  羅臼町 保健福祉課 ８７８７８７８７－－－－２１６１２１６１２１６１２１６１ 

手当手当手当手当のののの月額月額月額月額    (࠯঺ᲬᲭ࠰ᲫᲪஉЎ᳸࠯঺ᲬᲮ࠰ᲭஉЎ) 

ȷᲪബ᳸Ჭബச฼    ᲫᲯᲦᲪᲪᲪό(ɟࢷ) 

ȷᲭബ̲᳸ఄܖݱʕЭ  ᲫᲪᲦᲪᲪᲪό(ᇹᲭ܇ˌᨀƸᲫᲯᲦᲪᲪᲪό) 

ȷɶܖဃ        ᲫᲪᲦᲪᲪᲪό(ɟࢷ) 

èᲫᲪஉЎ᳸ᲫஉЎƷ৖࢘Ƹ࠯঺ᲬᲮ࠰ᲬஉƴૅዅƴƳǓǇƢŵᲬஉȷᲭஉЎƷ৖

࢘Ƹ࠯঺ᲬᲮ࠰Ჰஉƴૅ৚ǘǕǇƢŵ 

申請申請申請申請がががが必要必要必要必要ですですですです!!!!    

申請が必要な世帯には、１１月７日に申請の案内を送付して

います。 

認定請求書は平成２４年１月１２日(木)までに必ず提出し

てください。 

(提出がなければ２月支給されませんのでご注意ください) 

 案内が届いていない等ありましたら保健福祉課までご連絡

願います。 

දॖƠƯƘƩƞƍ! 


